

農商工連携等人材育成事業
～　公　募　要　領　～
平成２２年２月
全国中小企業団体中央会
農商工連携等人材育成事業の公募について
　地域経済を自律的に発展させるためには、早急な基盤整備が不可欠であることから、地域の基幹産業である農林漁業と商工業等との産業間連携、いわゆる「農商工連携」を推進し、それぞれの産業の優れた経営資源の連携により相乗効果を発揮することで、新たな商品やサービスの開発、提供等を進め、地域経済の活性化を図ることが必要であります。　また、地球環境問題への対応や食に関する安全・安心の確保等も喫緊の課題となっており、これらについても業種の壁を越えた産業間連携の必要性が高まっています。
　農林漁業者と中小企業者との連携活動は、食品の加工や特産品の販売など従来からさまざまな形で実施されていますが、こうした取組みを支援し、さらに多くの地域や分野等において展開していくことが必要となっています。つまり、農商工連携は、地域の農林漁業者や中小企業者にとって、事業領域の拡大等につながり、今後の経営改善に大きく寄与することが期待できるものであります。
　そこで、全国中小企業団体中央会では、農林水産物の生産や加工、消費者ニーズを踏まえた販路開拓までを一つのビジネスサイクルととらえ、戦略的に農商工連携を展開する“核"となる人材を育成・確保することを目的にした「農商工連携等人材育成事業」を実施します。
　　【本件に関するお問合せ先】
	　全国中小企業団体中央会　事業推進部
　　住　所：〒104-0033
　　　　　　東京都中央区新川１－２６－１９　全中・全味ビル５階
　　電　話：０３－３５２３－４９０８
　　担　当：佐久間、根本、小鮒



  ※　本公募要領は、全国中央会ホームページの下記URLで提供しております。
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/22awf-s.htm

Ⅰ　農商工連携等人材育成事業に係る事務手続きの流れ
	時　期
	研修実施機関等
	全国中小企業団体中央会

	２２年
４月中旬
５月中旬
５月中旬
から順次
10月15日
12月    
２３年
２月28日
３月４日
３月下旬
	
　応募申請書提出
　結 果 通 知
	２月26日　公 募 開 始

 ３月25日　公募締切り
事業運営委員会による審査

採　　択

	
	採 択 案 件
	事業の実施に関する説明会
	

	
	補助金交付申請書提出
　事 業 開 始
　９月末現在遂行状況報告書提出
　概算払い請求
　事 業 完 了
　実績報告書提出（会計書類）
　精算払い請求

	　補助金交付決定
　概 算 払 い
　補助金額の確定
　精 算 払 い


Ⅱ　農商工連携等人材育成事業の内容
１．事業の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　全国中小企業団体中央会（以下「全国中央会」といいます。）は、農商工連携に積極的に取り組もうとする人材を発掘し、農林漁業、商工業の両方の経営実務に必要な知識を習得するための講義や農場等における実地研修等を実施し、農商工連携に取り組む人的基盤を形成することができるよう、研修実施機関が研修を実施するのに必要な費用の一部又は全額を助成します。
２．研修実施機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　全国中央会が補助金を交付することのできる研修実施機関は、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
　　①　認可法人（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等）
　　②　国立大学法人、公立大学法人、学校法人
　　③　一般財団法人、一般社団法人
　　④　株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社 
　　⑤　法律に基づく組合
　　⑥　特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、有限責任事業組合（ＬＬＰ）、合同会社
　　　（ＬＬＣ）
    ⑦　任意団体
　（注）任意団体にあっては、以下の事業実施に係る責任体制が整備されているとともに、設立後２事業年度を経過していること。
　　　　１）組織規約、事業報告書、収支決算等が明確にされていること。
　　　　２）代表者及び事業実施責任者が明確になっていること。
　　　　３）経理担当者が設置され、会計帳簿、監査体制が整備されていること。
３．応募要件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　①　事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事　業の円滑な実施に支障をきたすおそれがないこと。

　　　・　本事業の担当者及び経理担当者が設置され、監査体制が整備されていること。
　　②　本事業と研修実施機関が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等が行えること。
　　③　研修実施機関が中心となり、地域の教育機関、産業関係機関、民間企業、自治体等と協力して取り組むことができること。
　　④　研修に関する組織活動として、直近２年間で１２回以上、かつ、延べ１２０名以　　　上の教育・研修実績があること（単なる社員研修は除く。）。
　　⑤　地域の協力機関との間で役割分担を行い、研修実施機関は全体のマネジメントを行えること。
４．研修内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）研修対象者
　　　研修は、農商工連携を行おうとする次の者を対象に行うこととします。
　　①　農商工連携に取り組もうとする中小企業者等
　　　・　付加価値の高い商品開発
　　　・　消費者ニーズに対応した差別化商品の販売
　　　・　規格外農林水産物、食品残さ等の活用
　　　・　工業の先端技術、ＩＴ技術の農林漁業への応用　等
　　②　農林漁業関係団体、中小企業組合の役職員等
　　　・　農業協同組合法、水産業協同組合法、森林組合法、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法に規定される組合、組合員並びにその役職員・社員

　　③　新規就業者
　　　・　地域に密着した新たなビジネスモデルを創出しようと起業精神に溢れる者
　　　・　農商工連携など地域の新たなビジネスモデルに参加する地場企業への就職を希望する者
　　④　農商工連携を支援する者
　　　・　中小企業診断士、経営コンサルタント等
　　　・　商工会・商工会議所、中小企業団体中央会等の中小企業支援機関の役職員
　　　・　農業協同組合中央会等の農業支援機関の役職員
　　⑤　その他
　　　・　農商工連携に推進するうえで特に必要と認める者
（２）研修時間
　　　全国中央会が設置する「事業運営委員会」において定める事業全体の内容、業種別等の研修科目（カリキュラム、テキスト）に基づき、次のイ・ロ及びハを満たす効果的な研修を行うものとします。
　　　イ．講義研修：１．５時間を１単位
ロ．ロールプレイング研修：１．５時間を１単位
合わせて計３６時間（２４単位）以上（うちロ．は４単位以上）
　　　　　　　　　　例）隔週１回　　３時間×延１２日＝３６時間
　　　　　　　　　　　　毎週１回１．５時間×延２４日＝３６時間
                        　週３回　　６時間×延　６日＝３６時間　　等
　　　ハ．実地研修：３時間を１単位とし、計１２時間（４単位）以上
　　　　　　　　　　例）　　１回  　３時間×延　４日＝１２時間
　　　　　　　　　　　　　　１回　　６時間×延　２日＝１２時間　　等
　　　受講生のうち、必要な単位（イ．ロ．合わせて１２単位以上、ハ．２単位以上）を取得した修了者には、全国中央会から修了証を交付するとともに、希望者には、専門家として全国中央会Ｗｅｂサイトに掲載する人材リストへの登録をします。
　　　なお、研修実施機関が講義研修（計３６時間（２４単位）以上）及び実地研修（計１２時間（４単位）を実施しなかった場合については、補助金を交付しないものとします。
（３）研修科目
　　　次の内容を基本カリキュラムとし、講義研修、実地研修を実施するとともに、毎回の講義終了後に能力測定試験を実施することとします。
①　講義研修
　　　・　農商工連携の意義と役割、研修のねらい【必修科目（１単位）】
　　　・　農産物流通構造

・　農林水産業の動向と課題
・　農林水産関連の支援施策の概要
　　　・　中小企業経営

・　食品衛生・表示等

・　環境対策
　　　・　ＩＴ化への対応
　　　・　商品管理、マーケティング
　　　・　ブランド戦略
※　インターネットを活用したｅラーニング講義（講義を受講できなかった者へのフォローなど）を受講することも可能とします（修了要件である講義研修１２単位のうち、ｅラーニング講義での取得単位は、４単位を限度とします。）。
②　ロールプレイング研修【必修科目（４単位）】

ａ．ワークショップ

　（グループ等により、意見交換の中で農商工連携に関する知識・課題や商品の企画から販売までの事業計画（資金計画）の進め方、手法等を習得、創造する、双方向的な学習）
ｂ．事業計画（資金計画）の作成
（受講生が実際に計画を作成し学習するもの）等
　　③　実地研修
　　　・　農場、漁場、山林実務研修（農商工連携を実践している農場、漁場、山林等においての体験研修）
　　　・　企業視察（農商工連携に取り組む企業への視察や実地研修を通じての事例研究）
　　　※　希望者のみを対象とした長期滞在型の実務研修も可能　　
（４）研修テキスト
　　　全国中央会では、研修実施機関の効率性、利便性を高めるため、各分野の基本となる研修テキストを９冊作成することを予定しています。
なお、地域内の農林漁業、中小商工業者の現状や課題に応じ、独自にテキストを追加することが可能です。

	テキストの種類
	主　な　内　容

	農業分野
	食と農の近代化、農業の経営、農産物の生産・販売管理、農業関連法律・施策の概要、今後のあり方

	林業分野
	森林・林業と現状と課題、木材産業の動向、木材・木製品の流通構造、森林・林業に係る新たな展開、森林・林業分野における期待と今後のあり方

	漁業分野
	水産業の現状と課題、漁業の経営、水産物の流通、漁業・水産関連のルール、これからの水産業

	 中小企業分野
	中小企業の経営実態、中小企業に求められる経営手法、新しい中小企業政策の概要、経済環境変化で生き抜く中小企業のあり方

	 食品衛生・表示
 環境対策
	安全・衛生管理、食品表示とＪＡＳ規格制度、食品製造業と環境保全、コンプライアンス確立

	 ＩＴ化への対応
	情報技術の発展、情報思考の展開、ＩＴによる情報変革、経営業務へのＩＴ活用、企業経営へのＩＴ活用事例

	 マーケティング
	マーケティングの基礎知識、消費者理解とマーケティング・リサーチ、事業コンセプトと事業計画、農産物のマーケティング

	ブランド戦略
	ブランド戦略が求められる理由と意義、ブランド形成と維持・発展に必要なマネジメント、ブランドの独自性の確立、農商工連携を通じた地域ブランド戦略と展望

	商品化ナビゲーション
	店頭販売及びＷＥＢ系、携帯電話等のＥＣサイト、通信販売等無店舗販売の具体的な実施方策（商品の企画から販売までの事業計画（資金計画）の進め方）


※　各テキストに「農商工連携の意義と役割、研修のねらい」を含める。
５．研修実施機関への助成及び支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　全国中央会は、本事業を行う研修実施機関に対し補助金を交付し、本事業の担当指導員等により、補助金の交付を受けて研修事業を行う研修実施機関に対し、事業の円滑な実施を図るための支援を行います。
６．助成対象経費等について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）助成率及び助成対象経費
      本事業の助成率は定額とするとともに、助成対象経費は以下のとおりとします。
なお、補助対象事業に係わる経費のうち、人件費、謝金及び旅費等については、全国中央会が別に定める規定によるものとします。
	助成事業の区分
	助　成　金　対　象　経　費

	
	経費区
	科　　　　　目

	農商工連携等

　人材育成事業
	＜人件費＞

１．人件費
	研修実施機関担当者人件費

	
	＜研修事業費＞
 ２．謝　金
 ３．旅　費
 ４．会議費
 ５．借損料
 ６．施設使用料
 ７．資料購入費
 ８．印刷費
 ９．広報費
 10．通信運搬費
	委員手当
 専門家謝金
 講師謝金
 委員旅費
 専門家旅費
 講師旅費
 受講生旅費
 職員等旅費
 会議費
 借損料・リース料
 車両借上費
 会場借料
 見学実習費
 資料費
 印刷費
 広告宣伝費
 通信運搬費


	
	11．光熱水料
12．消耗品費
13．雑役務費
14．受入諸費
	 光熱費
 燃料費

消耗品費
雑役務費
 試作費
 原材料費
 加工費
 実験費

	
	＜外注費＞ 
15．外注費
	 委託費

	
	＜一般管理費＞
16．一般管理費

（雑費）
	 一般管理費（雑費）


（２）助成金額と実施件数
　　①　助成金額
　　　　１件当たりの助成金額は、１００万円以上１，０００万円以下とします（消費税及び地方消費税相当額を含む。）。
　　　※　事業費が１，０００万円を超える場合は、１，０００万円、１００万円以下の場合は実際に要した額を助成します。
　　②　実施件数
　　　　全国で５０カ所程度を想定。
７．採択の審査及び結果通知について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）審査方法
　　　公募申請案件の審査は、以下の審査内容により、別途定める審査基準に基づき、事業運営委員会により採択案件を決定します。
　　①　基本的事項の審査（助成事業者としての適格性）
　　　　応募者が、研修実施機関として適格な法人・団体であるか。
　　②　事業内容における審査
　　　イ．目的と成果等
　研修実施機関が、研修事業を実施するに際し、目的、成果、研修に派遣する中小企業等及び受講生への定性的、定量的な目標）を有しているか。
      ロ．教育・研修実施機関の実施体制、能力等
　　　　　研修実施機関が、行おうとする研修に関する必要な実施体制、能力を有しているか。
      ハ．事業計画の内容
　事業計画の内容が受講生を派遣する中小企業等及び受講生にとって有益なものか。
      ニ．地域中小企業関係支援機関等からの支援体制とフォローアップ
          研修実施機関が、行おうとする研修事業に対し、地域中小企業関係支援機関等から指導、支援及び協力を得られる体制を有しているとともに、受講生に対する研修後のフォローアップが明確になっているか。
ホ．地域活性化等からの政策上の評価
　　　　　当該研修事業が地域活性化の見地から特に必要なものであるか。

　　　　ヘ．平成２１年度研修実施機関が応募する場合、その成果評価（達成度合いにいて）
（２）ヒアリングの実施
　　　公募締切り後、事業選定に係る審査において、必要に応じて審査委員会の場でヒアリングを実施することがあります。ヒアリングを実施する場合は、スケジュール等について、別途ご連絡します。　
（３）採否の通知等
　　　審査結果を受けて、選定結果（採択又は不採択）を書面により速やかに通知します。
　　　※　採択決定機関は、助成金の交付に係る必要な手続きを所定の期間内に行うものとします。
（４）公募・審査スケジュール
　　　応募申請書受付後、全国中央会では基本的事項の要件審査を行います。また、公募締切り後、１カ月以内に事業運営委員会委員による申請書記載内容（研修計画内容等）の審査及び事業運営委員会を開催し、採択案件を決定します。
　　　なお、採択された場合の交付決定までの期間は、受付から概ね１カ月程度とします。
８．補助事業の実施等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）補助金交付の申請
　　　イ．申請案件が採択された研修実施機関は、全国中央会に補助金交付申請書を提出します。
    　ロ．研修実施機関は、全国中央会から補助金交付決定通知を受けた後、本公募要領（Ⅳ．補助金交付の対象となる経費と支出できる範囲（１３ページ）～Ⅵ．助成事業の旅費支給に関する内規（１９ページ））の規定等にしたがい、補助事業を実施します。
（２）補助金の支払方法等
　全国中央会は、採択された研修実施機関に対し、補助金交付決定後に生じる本補助事業に係る当初から申請のあった科目について補助金を支払います。
　　　なお、実績報告書により確定した金額を年度末に精算払いにより支払うことを原則としますが、補助対象団体の要望を勘案のうえ、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部を概算払いとして支払うこともできます。

９．知的所有権の帰属等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）知的所有権の帰属
　　　本事業の費用によって研修実施機関が作成した著作物、成果物の知的所有権については、全国中央会は関与しないので、著作権、使用権等に関しては、原則として補助金交付先に帰属します。
（２）機器等の所有権について
　　　研修実施機関が研修事業実施のために試作した機器・設備等の所有権は、原則として試作開発者、又は、補助金交付先に帰属します。
      なお、本補助事業終了後の機器・設備等について処分等を行う場合は、全国中央会の承認を受けることが必要となります。
（３）補助事業実績報告書の提出
　研修実施機関が実施した結果については、補助事業実績報告書により全国中央会に報告して頂きます。
（４）補助事業の成果の発表等
　本研修事業に伴う研修実績等の成果については、必要があると認める場合は発表して頂くことがあります。
（５）補助事業の実施後の調査への協力等
      研修実施機関は、事業終了後（概ね５年間）、全国中央会、経済産業省・中小企業庁が必要に応じ実施する実地調査、フォローアップ調査、収益納付に関する書類の提出等に応じて頂きます。
Ⅲ　応募の要領
１．応募に必要な書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　応募に当たっては、申請書（２５ページ～３６ページ）を正本１部、副本（正本のコピー）１部を提出して下さい。また、次の①～⑤までの書類を１部提出して下さい。
　　なお、その他の書類等を必要に応じて提出をお願いすることがあります。
　＜研修実施機関に係る書類＞
　　①　組織並びに事業運営に関する規約等
　　②　活動の概要
　　③　役員名簿
　　④　前事業年度の決算関係書類
　　⑤　当該事業年度の収支予算書及び事業計画書
　　※　提出頂いた書類については一切返却致しませんので、ご了承下さい。
２．申請書作成に当たっての注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　申請書の作成に当たっては、次の事項を厳守して下さい。これらを満たさない申請書　については、受け付けられない場合がありますので、十分にご注意下さい。
　　イ．事業実施計画は、平成２２年５月中旬から平成２３年２月２８日の間で作成して下さい。（ただし、実際の事業開始は補助金交付決定後となります。）
　　ロ．用紙の大きさは日本工業規格Ａ４版とし、定められた様式により作成して下さい。
　　ハ．判読時の正確を期するために、ワープロ、パソコン等のコンピュータ印字又はタイプ等により作成して下さい。
　　ニ．日本語で作成して下さい。
　　ホ．表紙を１／○ページとし、以降２／○、３／○ページとする通しページ（○は総ページ数）を提案書下部中央に打ち、左上１カ所をホチキスでとめて下さい。
３．応募書類の提出期限、提出先及び提出方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）提出期限
　　　平成２２年３月２５日（木）必着
（２）提出部数、提出先及び提出方法
　全国中央会に郵便又は宅配便等により、正本１部、副本１部、研修実施機関に係る書類１部を提出して下さい。（ＦＡＸや電子メール等の電子媒体による提出は、受け付けられません。）。
    　◎　全国中小企業団体中央会　事業推進部
　　　　　　〒104-0033
東京都中央区新川１－２６－１９　全中・全味ビル５階
ＴＥＬ：０３－３５２３－４９０８

Ⅳ．補助金交付の対象となる経費と支出できる範囲
　※　以下の科目を補助金交付の対象とします。
	科　　目
	支　　　　出　　　　範　　　　囲


	１．人件費
研修実施機関担当者
人件費
２．謝　金
委員手当
専門家謝金
講師謝金
３．旅　　費
　
委員旅費
専門家旅費
講師旅費
受講生旅費
職員等旅費
４．会議費
会議費　
５．借損料
借損料・リース料
車両借上費
６．施設使用料
会場借料
見学実習費
７．資料購入費
資料費
８．印刷費
印刷費
９．広報費
広告宣伝費
10．通信運搬費
通信運搬費
11.光熱水料
光熱費
燃料費
12．消耗品費
消耗品費
13．雑役務費
雑役務費
14．受入諸費
試作費
原材料費
加工費
実験費
15．外注費
委託費
16．一般管理費
一般管理費（雑費）

	　研修実施機関の本事業に従事する担当者の人件費（事務部門の経費、本事業の業務の遂行と直接関連のない経費を除く。申請時に計画している担当者以外は、対象とならない。）
【人件費時間単価の積算方法】
人件費時間単価
　　　=(年間総支給額＋年間法定福利費)÷年間理論総労働時間
　法定福利費は健康保険、厚生年金保険料、労働保険、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償等の事業者負担分とする。
　なお、年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与を含めることができるが、それ以外の食事手当などの福利厚生的な意味あいで給付されているものは含めることができない。
　出向者及び臨時雇用職員の年間総支給額及び年間法定福利費は、研修実施機関が負担した年間給与及び年間法定福利費とす　る。
　委員会、研究会の専門家委員、講義研修、実地研修等の講師や外部の者から本事業の遂行上必要な専門知識の提供をうけるために支払う謝金（１０％の源泉徴収をすること。研修実施機関、受講生（受講生の所属機関・企業等を含む。）並びに委託先は、支給の対象とならない。）
・　委員会等に専門家委員が出席したとき支給する手当（委託先　の研究員等は委嘱できない。）
・　専門家に実地調査、現場指導を依頼したときの謝金
・　専門家が講習会等の講師を行うために支払う謝金
　委員会、研究会への専門家の出席旅費、講義研修、実地研修への出講者、研修実施機関の準備、実地調査を行うための旅費（本事業に関する中小企業庁、経済産業局、農林水産省等の行政機関及び全国中央会とのヒアリング、打合せ等にかかった交通費は対象とならない。）
・　専門家が委員会へ出席するための旅費
・　専門家が実地調査、現場指導を実施するための旅費
・　専門家が講習会の講師として出席するための旅費
※　「謝金」を支出する委員会委員、外部専門家、講師に対しては、旅費からも１０％の源泉徴収をすること。
・　研修の受講生が視察、実地研修で移動して研修を行うための　旅費。（期間集中型の実地研修で研修実施機関が一の施設に受　講生を宿泊させて研修を行う場合の宿泊施設借上げを含む。）
・　研修実施機関の専従役職員が委員会、研究会等の会議への出　席、講義研修、実地研修、実地調査、現地指導に同行する場合　の旅費（職員等旅費は、源泉徴収の必要はない。）
※　タクシー代は、補助対象としない。
・　委員会の茶代(食事代及び菓子代は補助対象とならない。ま　　た、補助金交付決定前の委員会や事前打合せ時の会議費は補助　対象とならない。）
・　講義研修、実地研修、委員会等において使用する機器等を期　間を限定して賃借する経費
・　実地調査、実地研修等で受講生等が一団となって移動するた　めに車両を借り上げる経費（車両の借上げが経済的かつ効率的　であって、予め計画的に借り上げる手配を行う場合以外は補助　対象とならない。）
・　委員会、交流会、研究会、講義研修、実地研修等を開催する　ための会場借上料（自前の会議室を使用した場合、又は、貸会　議室であっても借室料の基準が料金表等により明確にされてい　ない場合は補助対象としない。なお、看板は対象とするが設営　関係の費目は対象とはならない。花、盆栽代等は対象外であ　　る。）
・　他団体・機関が行っている展示会等への入場料・参加料等の　経費
・　本事業を実施するに必要な図書等資料購入費、コピー代
・　調査票、パンフレット、評価報告、テキスト等の印刷に係る　経費
・　研修事業等を行う場合、受講生に周知するために行うチラ　　シ、ポスター、パンフレット等を作成する経費（新聞、テレ　　ビ、ラジオ等への広告をする場合は、全国中央会に相談するこ　と。）
・　講義研修、実地研修等、委員会開催のための通知、調査のた　めの郵送料、機器・機材等の運搬のための経費（電話代及び振　込手数料は対象とならない。また、本事業に関する中小企業
庁、経済産業局、農林水産省等の行政機関及び全国中央会への　申請並びに打合せ等にかかった郵送料は対象とならない。な
お、資料等運搬以外のタクシー代は対象とならない。）
・　研修の一環として試作、実験、実習を行う場合の電気、水　　道、ガス代
・　研修の一環として試作、実験、実習を行う場合の機械装置、　実験機器を稼働させる際の燃料代で、本事業に要するものに限　る。
・　本事業実施に必要なファイル等消耗品の購入
・　本事業実施に係るアルバイト代とアルバイトの交通費
・　研修計画に基づいて、本事業の目的を達成するために必要な　試作を研修実施機関が認めた場合、その者が試作を行う場合の　経費（研修実施機関、受講生及び受講生所属機関等以外に試作　を委託して行う場合は「委託費」で処理すること。）
・　研修の一環として試作や実験、実習を行う場合の原材料費
・　研修の一環として既存の製品を加工する際の経費（研修実施　機関、受講生及び受講生所属機関以外が行う場合は「委託費」　で処理すること。）
・　研修の一環として試作品の実験を行う場合の経費（研修実施機関、受講生及び受講生所属機関以外が行う場合は「委託費」で処理すること。）
・　講義研修、実地研修、テキスト作成、調査、集計、研究開発　等を行う場合、研修実施機関では実施できない専門分野の業務　を外部専門業者・機関等に委託する経費。本事業に係る業務の　一部を研修実施機関（研修実施機関の代表者と同一又は資本、　出資関係にある外部企業等に委託する場合は対象とならない。　）並びに受講生（受講生の所属機関・企業等を含む。）以外の　外部の業者等に委託する経費。
　　なお、テキスト作成、報告書作成するために、専門家、委員　が執筆する原稿を依頼する場合は、委託契約を結び、委託費か　ら支出すること。
・　その他、農商工連携等人材育成事業に要する費用として、総　事業費から外注費を除いた額の１０％以内を一般管理費（雑　　費）として計上することができる。
　　なお、他の経費と同様、当該経費に係る帳票等を提出頂き、　補助金額の確定を行うこととなる。


注１：消費税及び地方消費税については、各科目の経費の内税とすること。
注２：一般管理費（雑費）については、使用する前に必ず本会担当者に連絡し、承認を得　　　ること。
Ⅴ．農商工連携等人材育成事業に係る経費支出基準
　※　補助事業に係る経費の支出は、次の基準を参考にして下さい。
１．人件費
　　研修実施機関担当者                      １日　　　３０，０００円を限度とする。
　　注１：　１日当たりの具体的金額については、研修実施機関と担当者の間で、協議し、文書化して決定して下さい。
　　注２：　１日当たりの人件費額は、１３ページの算出方法により時間単価を算出して頂き、実際に労働した時間により計算して下さい。なお、１日当たりの人件費額の上限は上記のとおりとします。

２．諸謝金
（１）委員手当（同日に本委員会、小委員会を開催した場合は１回とする。）
　　　専門家委員については１回につき　　　　　　　　　２０，０００円を限度とする。
　　　注：　研修実施機関からの委員は、補助金の対象とならないので留意して下さい。
（２）専門家謝金（実地調査・現場指導に係る謝金）
    ①　大学教授クラス、弁護士、弁理士、公認会計士、システム監査士及びこれに準ずる者の場合　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１日につき４０，０００円を限度とする。
    ②　大学准教授、税理士、司法書士、中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士、システムエンジニア、情報コンサルタント、技術士等の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１日につき３０，０００円を限度とする。
　　③　農業普及専門員、農協監査委員、森林組合監査委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１日につき２５，０００円を限度とする。
　　④　その他　　　　　　　　　　　　　　　１日につき２０，０００円を限度とする。
（３）講師謝金
 　 ①　大学教授クラス、弁護士、弁理士、公認会計士、システム監査士及びこれに準ずる者の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１時間　　５０，０００円を限度とする。
    ②　大学准教授、税理士、司法書士、中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士、システムエンジニア、情報コンサルタント、技術士等の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１時間　　４０，０００円を限度とする。
　　③　農業普及専門員、農協監査委員、森林組合監査委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１時間　　２５，０００円を限度とする。

　　④　上記以外の民間企業等の講師
　　  イ．民間企業の取締役　　　　　　      １時間　　４０，０００円を限度とする。
      ロ．民間企業の部長クラス　　　        １時間　　３０，０００円を限度とする。
      ハ．民間企業の課長クラス 　　　       １時間　　２０，０００円を限度とする。
      ニ．その他                            １時間　　１５，０００円を限度とする。
　　⑤　公益法人、組合等
　　　イ．役員等　　　　　　　　　　　　　　１時間　　４０，０００円を限度とする。
　　　ロ．事務局長　　　　　　　　　　　　　１時間　　３０，０００円を限度とする。
　　　ハ．その他　　　　　　　　　　　　　　１時間　　２０，０００円を限度とする。
　　⑥　官公庁（独立行政法人、公庫等を含む。）
　　　イ．役員等　　　　　　　　　　　　　　１時間　　４０，０００円を限度とする。
　　　ロ．部長クラス　　　　　　　　　　　　１時間　　３０，０００円を限度とする。
　　　ハ．課長クラス　　　　　　　　　　　　１時間　　２０，０００円を限度とする。
　　　ニ．その他　　　　　　　　　　　　　　１時間　　１５，０００円を限度とする。
３．雑役務費　　１日（交通費は別に実費）　　　　　　　　７，５００円を限度とする。
４．旅　　　費　　　全国中央会が定める「助成事業の旅費支給に関する内規」によるも　　　　　　　　のとする（原則、ＪＲ等が発行する時刻表に準拠し、旅費計算ソフト　　　　　　　　で算定する。）。
５．会　議　費　　　茶代　　　　　　　委員会１回につき１人・１種類
　　　５００円を限度とする。
６．資　料　費　　　白黒コピー　　　　　　　１頁　　　　　　　　　　　　１０円
　（コピー代）　　　カラーコピー　　　　　　１頁　　　　　　　　　　　　１０円
７．旅　　費　　　　全国中央会の定める「助成事業の旅費支給に関する内規」による　　　　　　　　　ものとする。
助成事業の旅費支給に関する内規
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年１月１４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国中小企業団体中央会
第１章　総　　　則
（目　　的）
第１条　本内規は、中小企業連携組織対策推進事業、人材対策基金補助金（農商工連携等人材育成事業）における助成事業の旅費支給について定めるものとする。
（対象事業）
第２条　本内規の対象とする助成事業は、中小企業活路開拓調査・実現化事業、意匠・デザイン保全事業及び農商工連携等人材育成事業とする。
第２章　国内出張旅費計算の基準
（旅費の計算）
第３条　旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。
２　旅費計算の起点は、原則として出張者の勤務先の最寄駅とする。
３　片道の鉄道・航路の営業キロが６００キロメートルを超える場合は、往復割引運賃により計算する。また、航空賃については往復割引運賃を上限として計算する。
４　同一区間内に複数の用務地がある場合の乗車運賃（特急・急行料金は除く。）については、最遠隔地から起点までの通し運賃により計算する。但し、用務地が乗車券の有効日数を超える場合は、この限りでない。
５　第３項及び第４項以外にあっても、「運賃計算の特例」に該当するものは、当該特例運賃により計算する。
（出発時刻及び到着時刻の基準）
第４条　用務地と用務地最寄駅等の所要時間は、通常の経路で要する時間とする。
２　前項により計算した時間が、出発時刻が８時より以前、到着時刻が２２時を超える場合は、出張の日数を加えることができる。
第３章　国内出張の旅費
（近距離地域の旅費）
第５条　東京都区内及び片道５０キロメートル以内の出張については、鉄道賃、バス賃、モノレール賃並びに船賃を支給することができる。ただし、用務地が出張者の通勤手当支給経路にある場合は支給しない。
（近距離地域以外の旅費）
第６条　特急料金（新幹線を含む。）及び急行料金（以下「特急料金等」という。）を徴する列車等を運行している路線を利用する出張で、片道５０キロメートルを超える区間で現に利用することが可能な場合は、第３条第１項本文の規定に即し、特急料金等を支給することができる。この場合、指定席車があるときは、座席指定料金も支給することができる。ただし、用務地が出張者の通勤手当支給経路にある場合は支給しない。
２　次の各号に定める都道府県への出張で、現に利用することが可能な場合は、原則として航空賃を支給する。
（１）東京起点の場合
北海道、青森県、秋田県、東京都の島しょ、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
（２）名古屋起点の場合
　　　北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島しょ、新潟県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
（３）大阪起点の場合
　　　北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島しょ、新潟県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
（４）福岡起点の場合
　　　北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、沖縄県
（５）その他
　　　上記（１）～（４）以外で、全国中央会が認めた場合
３　バス賃、モノレール賃並びに船賃を支給することができる。ただし、用務地が出張者の通勤手当支給経路にある場合は支給しない。
４　第４条第２項の規定により出張の日数を加えた場合の宿泊料については、片道５０キロメートルを超える出張の場合のみ適用するものとし、宿泊日数に応じて次表の額を限度として支給することができる。
（中小企業活路開拓調査・実現化事業（連合会（全国組合）等研修事業を除く）、

意匠・デザイン保全事業）
	
	区　　　　　分
	宿　泊　料

	
	①　専門家委員、外部講師
②　組合役員等（委員、講師）

③　組合職員
	１７,０００円
１５,０００円
１３,０００円


（中小企業活路開拓調査・実現化事業のうち、連合会（全国組合）等研修事業）

	
	区　　　　　分
	宿　泊　料

	
	①　外部講師
②　受講生、組合役職員
	１７,０００円
１０,０００円


（農商工連携等人材育成事業）

	
	区　　　　　分
	宿　泊　料

	
	①　専門家委員、外部講師
②　研修実施機関の役員

③　研修実施機関の社員・職員
	１７,０００円
１５,０００円
１３,０００円


５　日当は、片道５０キロメートルを超える日帰り出張の場合のみ適用するものとし、次表の額を限度として支給することができる。

（中小企業活路開拓調査・実現化事業（連合会（全国組合）等研修事業を除く）、

意匠・デザイン保全事業）
	
	区　　　　　分
	日　　当

	
	①　専門家委員、外部講師
②　組合役員等（委員、講師）
③　組合職員
	５，０００円
４，０００円
３，０００円


（中小企業活路開拓調査・実現化事業のうち、連合会（全国組合）等研修事業）

	
	区　　　　　分
	日　　当

	
	①　外部講師
	５,０００円


（農商工連携等人材育成事業）

	
	区　　　　　分
	日　　当

	
	①　専門家委員、外部講師
②　研修実施機関の役員
③　研修実施機関の社員・職員
	５，０００円
４，０００円
３，０００円


６　第４項の規定にかかわらず、農商工連携等人材育成事業において、研修実施機関が、一定の期間、指定宿泊施設等に宿泊することを定めた研修を実施する場合、下表を上限として宿泊代を支払うことができるものとする。

	
	区　　　　　分
	宿　泊　料

	
	①　専門家委員、外部講師
②　研修実施機関の役員、社員・職員

③　受講生
	１７,０００円
１３,０００円

１０,０００円


第４章　雑　　則
（参考資料）
第７条　旅費の計算に当たっては、「ＪＲ等の時刻表」又は「旅費計算ソフトウェア」等を参考資料とするほか、全国中央会の指示に従うこと。
応　募　に　必　要　な　書　類
	【個人情報保護方針】
  応募申請書に記載頂きました氏名、役職等の個人情報は、「農商工連携等人材育成事業」の事業実施のために使用致します。
　なお、全国中央会ホームページに掲載しております「個人情報保護方針」にしたがい、お預かりしました個人情報を適切に管理してまいります。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年　　月　　日
全国中小企業団体中央会　　御中
　　　　　　　　　　　　　　　　  　応募研修実施機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者役職：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名：　　　　　　　　　 　　　　　印
申　　請　　書
農商工連携等人材育成事業の実施について、下記により応募申請します。
記
１．事業総額      　　　　　  　　　　　　　　　　　　　万円
２．補助金の申請額                                      万円
３．申請内容　　　　　　　        別添のとおり
	     全国中小企業団体中央会　受付印



研修実施機関の概要を記載した書面
１．研修実施機関について
	研修実施機関名
	

	代表者氏名
	                  　　　（役職）

	所 在 地
	〒



	電話番号
	
	ＦＡＸ番号
	

	担当者氏名
	                        （役職）
                         (e-mail)

	 設立の経緯・事業活動の状況


	 研修実施機関の専従役職員数

	 研修実績（貴研修実施機関における過去２年度間の研修実績）

	研　修　名　称
	対象者
	実施年月日
	受講生数

	
	
	
	

	合計回数　           回
	
	延べ受講生数
	　　　　名


２．消費税の取り扱い（次のいずれかに○印を付すこと。）
	イ．課税事業者　　　　ロ．簡易課税制度選択事業者　　　　ハ．免税事業者


Ⅰ．全体の事業概要
１．テーマ（実施事業の内容を的確、かつ、具体的に表現した簡潔でわかりやすいテーマを記載して下さい。）
　　　例：農商工連携を成功させるための農業協同組合と食品産業協同組合とのコラボレーション研修
	


２．目　的（貴研修実施機関が本事業の実施する目的、目標を記載して下さい。）
	


３．対象となる地域の課題、農商工連携の取組みの状況及び研修事業の位置付け（貴研修実施機関が研修事業を行おうとする県域等地域の農商工連携の取組み等の状況、特徴点、及び、地域の状況においての本研修事業の必要性について記載して下さい。）
	


４．研修事業の全体の役割体制等
（１）研修事業実施に当たっての役割体制図（本事業を実施するに当たって、貴研修実施機関を中心に、研修実施に協力する産業界、協力機関の役割分担がわかる体制図を記載して下さい。）
	

	例）

	 産業界
	
	 産業支援機関
	
	 教育機関
	

	
	
	
	
	
	
	

	 ○○工業会（ＯＢ人材の活用）　　　　地域力連携拠点                 　 △□大学ビジネスセンター
 △△ＪＡ（各地域の特産品）   　◎商工会議所　◎商工会（連携企業情報） 　  （研修施設利用）
 ＪＦ○○（養魚場視察）    　　◎ＪＡ中央会（講師派遣）　       　○◎農業研修（実地研修）     

	 ◎森林組合（山林実地研修）
 信用組合（融資制度の紹介）

	研修実施機関
	 

	
	
	

	　　　　　　　弁護士事務所（特許関係）             中小企業診断協会（中小企業の経営能力）

	


（２）研修を支える産業界、協力機関の役割（上記の役割体制図に記載された研修に協力する産業界、協力機関について、特徴点、特記事項があれば記載して下さい。）
	（機関・団体名等）
（協力内容等についての特徴点、特記事項等）


５．想定される成果
（１）定性的な成果（本研修事業を行うことで、受講生自身又は受講生を派遣する企業等にとって、どのような定性的な成果が想定されるか具体的に記載して下さい。）
　　例：　外部ネットワークが充実、支援した企業との関係強化、企業への就職支援及び研修実施機関としての知名度向上が図られる等
	


（２）定量的な成果（本研修事業を行うことで、研修実施機関が、目標とする定量的（数量）な成果を具体的数量を用いて記載して下さい。）
　　例：　農商工連携のコーディネーション力を習得した人材を○○名の受講生の中から、研修終了後には連携して新製品開発に取り組みはじめる人材を○○名育成する等
	


６．研修実施機関の担当者（人件費支出対象担当者の名称等について記載して下さい。）
	担当者名
	住   　　所
	所属先及び役職

	
	
	


Ⅱ．具体的な事業計画
※　具体的な事業計画（全体のスケジュール、特徴点、カリキュラムの作成、委員会の設置、委員氏名、講師、研修対象者等）の内容、必要経費を記載して下さい。
１．スケジューリング（事業全体をどのように進めていくのか、委員会の設置、カリキュラム作成、受講生募集、研修体系（講義研修・ロールプレイング研修・実地研修）、フォローアップ等のスケジューリングを記載して下さい。）
	　　　　　月

項目             月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	10月
	11月
	12月
	１月
	２月

	委員会
カリキュラム作成
・講師依頼
受講生募集
講義研修
(ロールプレイング研修)
実地研修、視察
フォローアップ
・・
・・
	 　　①         ②                       　　　　         ③
                　　　　 講義       　　　   　　講義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロールプレイング研修
                         　　　　　○取入実習　○山林実習　○視察見学会



２．全体の説明と特徴（全体のスケジュールから見たカリキュラム構成、研修対象者、実地研修の特徴、研修終了後の受講生へのフォローアップなど、事業全体の説明と特徴点を記載して下さい。）
　 例：　カリキュラムは、共通テキストをベースとして地域別の特産物に応じた追加テキストを作成し週末延50時間に及ぶ講義研修を行うとともに、特に域外展開を図るための市場調査の手法、マーケティングに重点をおき、ロールプレイング研修で、地元農産物を活用した商品化へのナビゲーションを研究する。また、実地研修では、農林漁業者の経営の理解を図るため、作物の取入れ実習や山林実習及び○○への視察を組み入れ、熟練技術者からの指導を交えた実体験を通じた作業効率、生産のあり方を18時間にわたり習得する。
 　　　　研修終了後は、当研修実施機関が、他県の○○に呼びかけ、連携のきっかけづくりのための懇談会開催、新商品づくりマッチングへの参加など、受講生や派遣企業へのフォローアップの充実に努め、連携の芽を育てる研修を実施していく。　など
	


３．会議（委員会、研究会等）の開催（本事業では、事業を円滑に進めるため委員会を必ず開催し、研修計画、カリキュラム等を検討して頂きたいと考えております。予定する委員会等について記載して下さい。）　例：＜委員会名：農商工連携等人材育成委員会＞
　　  　＜委員会名：                                       ＞
	開催回数
	開催予定時期
	開　催　場　所
	検　　　討　　　事　　　項

	(例)
 第１回
	５月下旬
	全国中央会会議室
	１．実施要領（案）について
２．委員会のｽｹｼﾞｭｰﾙについて
３．委託先の選定について

	 第２回
	
	
	

	   ・

	
	
	


４．事業の具体的進め方及びカリキュラム等
　※　本事業では、講義研修３６時間以上、実地研修１２時間以上の研修を実施することとしていることから、全体のカリキュラム等を研修時間数に留意して記載して下さい。
（１）研修会、講習会等の開催（予定する研修会、講習会等について、開催時期（期間）、場所、テーマ、受講生数、講師等を記載して下さい。）
	開催時期
	場　　所
	テーマ
	時間数
（ｈ）
	予定受
講者数
	講　師

	(例)
10月○日～
   10月○日
	全国中央会会議室
	１．農商工連携の意義と研

　修のねらい
２．地域ブランド戦略
３．農産物のマーケティング
	１．５
１．５
３．０
	５０名
	(株)××××
　  　　○○○○
　  　　○○○○
        ・
・

	○○年

1月○○日
	全国中央会

会議室
	１．商品化戦略
（ロールプレイング研修）

	６．０

	５０名
	(株)××××
　  　　○○○○
　  　　○○○○
        ・        

	
	
	講義研修

ロールプレイング研修
	00時間

00時間
	
	


（２）実地研修の開催（予定する実地研修について、開催時期（期間）、場所、テーマ、予定受講生数、講師等を記載して下さい。）
	開催時期
	場　　所
	テーマ
	時間数
（ｈ）
	予定受
講者数
	講　師

	(例)
10月○日
	○○氏農場
	１．受粉の仕方
２．取り入れ作業と農機　　具の効率的使用方法
・
・
	６．０
６．０


	３０名
	(株)××××
　  　　○○○○
　  　　○○○○

	
	
	
	00時間
	
	


（３）委嘱する委員会委員、専門家委員及び講師の名簿（委員手当・旅費、専門家謝金・旅費及び講師謝金・旅費を支出する場合に記載して下さい。）
	委員会委員､専門家、講師の別
	委員､専門家､講師等の氏名
	所属及び役職名
	勤務先の所在地
	最寄駅

	例：農商工連携人材育成研修カリキュラム委員会委員
	○　○　○　○
	(株)○○○○
代表取締役
中小企業診断士
	××市××町
×丁目×番地×号
	××駅

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（４）業務の委託（補助対象科目の委託費を支出する場合に記載して下さい。）
	委託予定先
	委　託　内　容
	予定委託金額
	委託期間等

	
	
	         　円

	


（５）上記以外に計画する研修事業計画等（上記に分類できない研修、地域の農業生産者への調査等その他の事業を実施しようとする場合、その内容を記載して下さい。）
	


５．受講生の募集の仕方、対象者、予定人数等（受講生の募集方法、対象者はどのような者とするか、また、予定人数について具体的に記載して下さい。）
	対　象　者
	募集の仕方
	予定人数

	
	
	        　　名

	
	
	            名


６．研修終了後の受講生のフォローアップ（研修終了後、研修実施機関が、受講生に対して、どのようなフォローアップを計画しているか記載して下さい。）
　例）当研修実施機関が、他県の○○に呼びかけ、連携のきっかけづくりのためのマッチング会を２回開催するとともに、専門家をコーディネータとして新商品づくりの法律問題懇談会を開催するなどして、農商工連携に取り組みやすい環境づくりに努める　　など。
	


７．研修に当たっての広告宣伝方法（広く受講生を募集するため、どのような広告宣伝を予定するか、具体的方法を記載して下さい。）
	広告宣伝方法
	実施回数及び時期
	予定費用

	
	
	          　円

	
	
	            円


Ⅲ．＜事業費の明細＞　総括表（各事業の必要な経費の合計を記載して下さい。）
                                                                  （単位：円）
	補助対象経費の
区分・科目
	補助事業に要する経費
	　　積　算　基　礎

	
	補助金額
	自己負担額
	 合　計
	

	＜人件費＞
１．人件費
　研修実施機関担当者人件費

	
	
	
	(氏名)
0000円×○日=○円

	小　　　計
	
	
	
	

	＜研修事業費＞
２．謝　金
　委員手当
　専門家謝金
　講師謝金
３．旅　　費
　委員旅費
　専門家旅費
　講師旅費
　受講生旅費
　職員等旅費
４．会議費
　会議費　
５．借損料
　借損料・リース料
　車両借上費
６．施設使用料
　会場借料
　見学実習費
７．資料購入費
　資料費
８．印刷費
　印刷費
９．広報費
　広告宣伝費
10．通信運搬費
　通信運搬費
11.光熱水料
　光熱費
　燃料費
12．消耗品費
　消耗品費
13．雑役務費
　雑役務費
14．受入諸費
　試作費
　原材料費
　加工費
　実験費

	
	
	
	(氏名)
0000円×○回=○円
(氏名)
0000円×○回=○円
(氏名)東京～新大阪
0000円＋日当○円=○○円(氏名)東京～新大阪
0000円＋日当○円=○○円


	小　　　計
	
	
	
	

	＜外注費＞
15．外注費
　委託費

	
	
	
	

	小　　　計
	
	
	
	

	＜一般管理費＞
16．一般管理費（雑費）
　一般管理費（雑費）
	
	
	
	人件費～実験費の合計の
10%以内


	合　　　計
	
	
	
	


注１：消費税及び地方消費税については、各科目の経費の内税とすること。

注２：一般管理費（雑費）については、使用する前に必ず本会担当者に連絡し、承認を得　　　ること。
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